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衆
議
院
議
員
藤
岡
隆
雄
君
提
出
日
本
銀
行
が
債
務
超
過
に
な
っ
た
場
合
の
日
本
銀
行
法
第
八
条
の
出
資
の
扱
い
等
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
藤
岡
隆
雄
君
提
出
日
本
銀
行
が
債
務
超
過
に
な
っ
た
場
合
の
日
本
銀
行
法
第
八
条
の
出
資
の
扱
い
等
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
毀
損
さ
れ
な
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律

第
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
は
、
日
本
銀
行
の
資
本
金
の
取
崩
し
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

法
に
は
、
日
本
銀
行
が
債
務
超
過
で
あ
る
場
合
に
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
承
認
を
禁
止
す
る
規
定
は
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
損
失
の
会
計
処
理
に
お
い
て
、
日
本
銀
行
が
政
策
委
員
会
の
議
決
を
経
て
、
債
務
超
過
を
回
避

で
き
る
よ
う
会
計
規
程
を
変
更
す
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


